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 資料５  

 

特別委員会の設置案について 

 

１ 趣 旨 

   第 21 回全員協議会（令和８年３月 24 日開催）で共通認識を図った「芽室

公園再整備基本計画」を議決事項に追加する芽室町議会基本条例の一部改

正後、当該計画の審査機能を特別委員会に委ねようとするもの。 

 

 

２ 条例改正時期  令和８年芽室町議会定例会５月臨時会議（５月１日） 

 

 

３ 特別委員会の名称  芽室公園再整備基本計画審査特別委員会 

 

 

４ 特別委員会設置予定時期  令和８年６月１日（６月定例会議初日） 

 

 

５ 特別委員会設置及び審査までの手順 

（１）議会運営委員会で特別委員会設置の決定 

（２）全員協議会で特別委員会設置の協議・共通認識 

（３）会議案（議会基本条例一部改正による議決事項拡大）提案～可決（５月） 

（４）会議案（特別委員会設置）提案～可決（６月） 

（５）特別委員会正副委員長互選～決定 

（６）特別委員会審査開始 


